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経口補水液は熱中症予防の飲み物、日常で汗をかいた時に飲むもの、スポ

ーツドリンクと同じようなものと思っている人も多いのではないでしょう

か。ノロウイルスなどの感染性胃腸炎の流行などと共に、最近、「経口補水

液」が注目されています。昨年１２月には、消費者庁のウェブサイトに「経

口補水液について」のページが新設され、今年２月、政府広報オンラインで

も取り上げられています。 

経口補水液は、誤った飲み方をすると健康に影響を及ぼす可能性がありま

す。このような問題から、健康増進法が改正され、令和７年６月１日から、

経口補水液に関する規定が施行されます。経口補水液について、正しく理解

していただくために整理してみました。 

 
●経口補水液ってどんなもの 

経口補水液は、脱水症のための食事療法として世界保健機関（ＷＨＯ）が提唱する「経口補水療

法」に用いる病気の方のための飲み物です。人の体液には、ナトリウムイオンやカリウムイオンな

どの電解質が含まれており、健康を維持するために重要な役割を果たしています。経口補水療法と

は、下痢などで脱水状態となった際に、点滴の代わりに水分や電解質を口から補給する治療法です。

ＷＨＯのコレラに関するファクトシートに、「ほとんどの患者は軽度・中度の下痢であり、迅速な経

口補水液でうまく治療することができます」とあります。病気の方が飲む食品であり予防のために

日常的に飲むものではありません。 

 
●スポーツドリンクとの違い、飲む判断はどうすればよい 

経口補水液はスポーツドリンクよりもナトリウムやカリウムが３倍から４倍多く含まれており、

それ以外に糖質も含まれています。ナトリウムやカリウム、糖質を制限されている方は必ず医師に

相談することが必要です。また、健康な方でも日常的に飲んだり、大量に飲むなど誤った飲み方を

すると、健康に影響を及ぼす可能性があります。経口補水液が必要かどうかは、自分で判断せずに、

医師、管理栄養士等の医療関係者に相談してください。 

 

●医療関係者から経口補水液をすすめられた場合の選び方は 

経口補水液には、「特別用途食品」というマークがついています。特別用途食品とは、乳児の発育

や、妊産婦、授乳婦、えん下困難者、病者などの健康保持・回復などに適する特別の用途について表

示をした食品です。特別用途食品として表示するためには、国の許可を得る必要があります。 

経口補水液については、令和５年５月１９日付で、特別用途食品の表示許可制度が改正され、特別

用途食品の病者用食品の中の「許可基準型」病者用食品として、新たに「経口補水液」の許可区分が
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新設されました。許可基準型病者用食品としての経口補水

液のラベルには、「感染性胃腸炎による下痢・嘔吐の脱水状

態に適する」と書かれています。また、「個別評価型」とし

て許可を得た経口補水液もあります。その中には、過度の

発汗や脱水を伴う熱中症を対象としているものもありま

す。医療関係者から経口補水液をすすめられた場合には、

「経口補水液」と「特別用途食品」の許可マーク、ラベル

表示を確認して製品を選ぶとよいでしょう。今回の改定を

受け、今夏からは、店頭でも通常の清涼飲料水との区別がわかりやすく陳列されることになります。 

 

                              

参考にした情報 

・ＷＨＯ 

 経口補水塩ガイドライン www.who.int/publications/i/item/WHO-FCH-CAH-06.1 

ファクトシート コレラ www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cholera 

・政府広報オンラオン その飲み方 NG です！ 正しく知ろう経口補水液 
www.gov-online.go.jp/article/202502/radio-2729.html 

・消費者庁  

特別用途食品について www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_for_special_dietary_uses/ 
特別用途食品制度に関する説明会(2025 年 1 月)資料 www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food

s_for_special_dietary_uses/notice/assets/food_labeling_cms206_250204_01.pdf 
経口補水液について www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_for_special_dietary_uses/or

al_rehydration_solution 

 消費者庁 特定用途食品について に加筆 

← 熱中症による脱水も含む 

← 今回新設 
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